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□出水団地第 1，2 棟位置図 

□空き店舗位置図 

□各室（区画）平・断面及び設備等配置図 



■出水団地第1棟、第2棟　位置図

出水団地第2棟

出水団地第1棟
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堀川団地空き店舗　位置図　

出水団地第 1棟 1階　
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※注意事項
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：水道メーター

：電気メーターボックス

：汚水接続端部

Ｇ：ガスバルブ止め位置

：ＴＶ、自火報設備ボックスＢ

出水団地第１棟　115号室

住居［132］
共用廊下

共用廊下 バルコニー（テラス）住居［122］
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115号室　室内天井高さ断面図　1/150
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115号室　室内天井高さ平面図　1/150 115号室　室内寸法平面図　1/150
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・平面図で灰色に塗られている柱、壁及び梁をはつり工事等により欠損することはできません。

・平面図及び天井高さの寸法は、設計上の寸法です。現地の寸法は、若干の誤差がある場合があります。

・店舗中央部に設置した耐震壁には、設備用のスリーブ75φを４箇所設置しています。

・現況の床面は土間コンクリート又は土砂ですが、出店者の意向により、公社が土間コンクリート床等を整備します。

・床面を堀川通側歩道の高さを基準とすると、排水管の深さや勾配の関係から、床面に段差が生じるおそれがあります。

・公社が負担する工事（Ａ工事）については、別紙をご参照ください。



出水団地第２棟　211号室
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211号室　室内天井高さ断面図　1/150
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211号室　室内天井高さ平面図　1/150 211号室　室内寸法平面図　1/150
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※注意事項
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：水道メーター

：電気メーターボックス

：雑排水接続端部

：汚水接続端部

Ｇ：ガスバルブ止め位置

：ＴＶ、自火報設備ボックスＢ

既設ガス管

既設ガス管
（竪管）

上階住戸雑排水管
（天井部分）
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・平面図で灰色に塗られている柱、壁及び梁をはつり工事等でり欠損させないでください。

・平面図及び天井高さの寸法は、設計上の寸法です。現地の寸法は、若干の誤差がある場合があります。

・西側地盤面と現状の床面との間に40cm程度の段差があります。

・天井部分及び壁際に存在する上階住戸の雑排水管は撤去できません。

・天井部分及び壁際に存在する既設ガス管は隣接店舗と共有しているため、撤去することはできません。

・現況の床面は土間コンクリート又は土砂ですが、出店者の意向により、公社が土間コンクリート床等を整備します。

・床面を堀川通側歩道の高さを基準とすると、排水管の深さや勾配の関係から、床面に段差が生じます。

・公社が負担する工事（Ａ工事）については、別紙をご参照ください。


